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はじめに

○　障害のある子どもの成長過程に応じて、早期か

ら適切な療育を提供していくことは、その後の各

ライフステージにおける生活の質に大きな影響を

与えるものであり、地域における療育の場として

精神薄弱児通園施設、難聴幼児通園施設及び肢体

不自由児通園施設(以下「通園施設」という。)は

大きな役割を果たしてきた。

○　一方、国際障害者年以降、ノーマライゼーショ

ンの理念が着実に定着するなかで、障害の種別、

程度にかかわらず、地域において家族と一緒に生

活しながら身近なところで必要な療育を受けたい

というニーズが高まる一方、通園施設の整備の地

域的偏在が生じている中で心身障害児通園事業等

の様々な地域療育の展開がみられるなど、今後、

通園施設が果たす役割については再検討が必要と

なってきている。

○　これらのことから、中央児童福祉審議会の障害

福祉部会は、平成5年12月6日以来、通園施設の

今後の在り方について、療育システム全体におけ

る機能・役割を含めて、審議を行った結果、今般、

次のとおり基本的な方向について意見がまとまっ

たので、ここに意見具申する。

1．問題の所在

（1）昭和54年の養護学校の設置（就学）の義務制の

実施によって、障害児も全員が就学可能となり、

通園施設利用者の大半が学齢前児童で占められて

いる状況から、早期療育の場としての役割がこれ

まで以上に期待されている。また、最近における

ノーマライゼーションの理念の着実な浸透に伴い、

障害のある児童についても、入所施設において長

期にわたる療育生活を送るという施設志向の考え

方から、可能な限り家族とともに暮らしながらよ

り身近な通園による療育を求める在宅志向の考え

方が強まってきている。

現在の障害の種別に応じた施設体系は、専門性

の高い指導、訓練を受けるという面においては大

きな意義を有してきたが、一方で、通園に容易な

場所に通園施設があったとしても、障害の種別が

その対象と異なると利用することができず、結果

的に遠距離の施設に通園するか、あるいは通園を

あきらめることとなり、より身近な場所で療育の

場を確保したいというニーズに十分対応できない

という状態が生じている。

（2）障害の重度化、重複化の状況がみられる中で、

現在の障害種別による施設体系の下では、いずれ

かの障害種別の施設に通園せざるを得ないが、例

えば、精神薄弱児通園施設には最低基準上、肢体

不自由の指導訓練に必要な専門職員を配置するこ

ととなっていないなど、重複する障害児等に対す

る処遇体制が十分整備されていない。

（3）通園による療育の場としては、通園施設のほか、

市町村が実施する心身障害児通園事業の推進が図

られるとともに、平成元年度からの重症心身障害

児通園モデル事業の実施や地方自治体の独自の療

育事業の実施など、多様な療育サービスが展開さ

れてきている。通園施設とこれらの事業の役割分

担が必ずしも明確でなく、通園施設の持つ専門的

な療育機能が地域療育の質の向上に十分に活かさ

れていない。
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2・今後の通圃施設の在り方について

通園施設の在り方については、前述のような現状

及び問題点を踏まえ、従来からの専門的な指導訓練

体制を確保しつつ、その機能を次のような方向で見

直しを図る必要がある。

○　現在、障害種別ごとの体系となっている通園施

設については、障害児通園施設（仮称）として一

本化し、障害の種別を超えた利用が可能となるよ

う、現行制度の見直しを図る。

○　その具体化に当たっては、現行の精神薄弱児通

園施設、難聴幼児通園施設及び肢体不自由児通園

施設の施設種別を当面は維持しつつ、異なる障害

のある児童を受け入れるに際しては、次に掲げる

事項について、一定の基準を設ける等により、障

害児の療育に支障が生じることのないよう運営体

制において十分配慮することが必要である。

ア）　障害種別ごとの受け入れ児童数

イ）　ア）に応じた専門職員の配置

り）　施設の整備、設備

○　また、市町村が実施する心身障害児通園事業や

障害児保育等地域における療育の質を高めるため、

通園施設が有する専門的な療育機能を地域療育の

支援に向けて充実強化していくことを検討する必

要がある。

○　重症心身障害児の通園事業は、昭和63年10月の

中央児童福祉審議会重症心身障害児（者）対策部

会において提言され、現在、重症ふ身障害児施設

等を利用してモデル的に実施されているところで

あるが、運動機能の低下防止、自立の促進、保護

者に対する療育技術の習得等の効果があがってお

り、今後は、その設置・運営形態やサービス内容

の検討を加えつつ、本格的な実施を目指すべきで

ある。

3．その他

（1）通園施設の見直しに当たっては、今後当面の運

営の実態をみながら、通園療育の場としての専門

性の確保に配慮しつつ、標準的な職員配置や措置

費体系における見直しなど引き続き検討し、望ま

しい通園施設に可能な限り、早期移行が図られる

よう努力すべきである。

（2）自閉症等、特別な配慮が必要な障害児に対する
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処遇の在り方については、通園施設における活動

の実態や関係者の意見を踏まえながら、適切な対

応を図る必要がある。
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◎障害児の通園施設の在り方について（意見具申）

障害児通園施設の概要

（参考資料）

施 設 種 別 根　　　 拠 設　　 備 職　　　 員

精 神 薄 弱 児 【児 童 福 祉 法 第 4 2 条 の 2 】

・指 導 室 ・施 設 長　 1 人 （3 0 人 未 満 は

・遊 戯 室 児 童 指 導 員 の 兼 務 ）

通 園 施 設

・昭 和 4 2 年 度 ～

施 設 数

・精 神 薄 弱 児 通 園 施 設 を 規 定

【最 低 基 準 第 5 5 条 】

・屋 外 遊 戯 場 ★ ・児 童 指 導 員

・医 務 室 ★ ・保 母

・静 養 室 （児 童 指 導 員 及 び 保 母 は 乳 幼

．精 神 薄 弱 児 通 園 施 設 を 規 定 ・相 談 室 児 4 ： 1　 少 年 7．5 ： 1 ）

・調 理 室 ★ ・栄 養 士　 1 人 （4 1 人 以 上 ）

・浴 室 又 は シ ャ ワ ー 室 ．事 務 員　 1 人

2 2 2 か 所

定 員

8 ，14 9 人

．便 所 ．運 転 手 1 人

★ ・調 理 員 等 2 人

★ ・嘱 託 医 1 人

肢 体 不 自 由 児 【児 童 福 祉 法 第 4 3 条 の 3 】 ・医療 法 に 規 定 す る ★ ・医 療 法 に 規 定 す る 診 療 所 職

通 園 施 設

・昭 和 4 4 年 度 －

施 設 数

．肢 体 不 自 由 児 施 設 を 規 定

【最 低 基 準 第 6 8 条 】

診 療 所 設 備 員

．訓 練 室 ★ ・児 童 指 導 員

・屋 外 訓 練 場 ★ ・保 母

・肢 体 不 自 由 児 施 設 の 一 種 と し ・相 談 室 （児 童 指 導 員 及 び 保 母 は 乳 児

て 肢 体 不 自 由 児 通 園 施 設 を 規 ．調 理 室 又 は 幼 児 10 ：1 、少 年 2 0 ： 1 ）

7 9 か 所

定 員

3 ，2 60 人

定 ★ ・看 護 婦

★ ・理 学 療 法 士 又 は 作 業 療 法 士

難　 聴　 幼　 児 【児 童 福 祉 法 昇 句3 条 】

．遊 戯 室 ・施 設 長　 1 人

・観 察 室

通 園 施 設

・昭和 5 0 年 度 ～

施 設 数

・盲 ろ うあ 児 施 設 を 規 定

【最 低 基 準 第 6 0 条 】

・医 務 室

・聴 力 検 査 室

・訓 練 室 （た だ し聴 能 ．言 語 訓 練 担 当

・ろ うあ 児 施 設 の 一 種 と し て 難 ・相 談 室 職 員 は 各 2 人 以 上 ）

聴 幼 児 通 園 施 設 を 規 定 ・調 理 室 ★ ・栄 養 士　 1 人 （4 1 人 以 上 ）

26 か 所

定 員

8 6 0 人

・便 所 ．事 務 員 1 人

★ ．調 理 員 等 3 人

★ ・嘱 託 医 1 人

（注）・職員の欄の★は、最低基準に規定のある職種。

・施設数及び定員は、平成6年10月1日現在。
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障害児通園施設の設せ状況

都道府県名
請神薄弱児通園施設 肢体不自由児通園施設 難聴幼児通園施設

施設数 定　 員 現　 員 施設数 定　 員 現　 員 施設数 定　 員　　　 現　 員

北　 海　 道 9 295 257 7 260 201
書　　　 森 3 105 71 口 30　　　　　 23
岩　　　 手 口 50 43
宮　　　 城 5 125 96
秋　　　 田 口 3。 30 口 40 40 2 60　　　　　 60
山　　　 形 3 90 41 口 30　　　　　　 9
福　　　 島 2 90 17 ロ 40 32
茨　　　 城 2 80 64
栃　　　 木 口 40 29 口 40 29
群　　　 馬 2 70 70

埼　　　 玉 14 449 351 3 120 66 口 30　　　　　　 22
千　　　 業 12 440 328 8 330 148 口 30　　　　　 19
東　　　 京 8 324 371 3 120 86 2 60　　　　　　 46
神　 奈　 川 18 780 695 9 370 220 口 30　　　　　 29
新　　　 潟 3 97 78
吉　　　 山 5 150 87 口 40 32 口 30　　　　　　 日
石　　　 川 2 80 46
福　　　 井 口 30 6 口 30　　　　　　 21
山　　　 梨 2 60 46
長　　　 野 5 140 121

岐　　　 阜 口 50 50 口 50 26 ロ 40　　　　　　 40
静　　　 岡 6 260 412
愛　　　 知 18 570 509 3 120 94 口 30　　　　　　 21

圭 口 30 30
滋　　　 費 2 60 50 口 40 9
京　　　 都 5 190 150 口 80 53 口 30　　　　　　 28
大　　　 阪 25 1’174 951 18 780 641 口 30　　　　　　 29
兵　　　 庫 皿 460 399 10 410 345 口 40　　　　　　 25
奈　　　 良 2 80 79 口 40 40 口 30　　　　　　 3
和　 歌　 山 2 65 57 口 40 51

鳥　　　 取 2 60 46 口 40 38
島　　　 根
岡　　　 山 5 155 152 口 30 18 口 50　　　　　　 43
広　　　 島 5 170 170 2 80 69 2 70　　　　　　 55
山　　　 口 3 85 オ　　 74
徳　　　 島 3 90 82
香　　　 川 口 40　　　　　　 35
愛　　　 媛 4 140 140
高　　　 知 口 30　　　　　 15
福　　　 岡 17 620 570 4 160 226 2 80　　　　　　 74

佐　　　 賀 口 30 30 口 30 24
長　　　 崎 3 90 66 口 30
熊　　　 本 2 60 35 口 30　　　　　　 30
大　　　 分 口 30 30
宮　　　 崎 3 120 88
鹿　 児　 島 口 35 35
沖　　　 縄

（入所率）
合　 計 222 8 ，149

（86．5％）
7 ．052 79 3’260

（76．3％）
2’488 26

（74・2％ ）
860　　 638

（平成6年10月1日社会福祉施設等調査報告）
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